
新座市告示第296号

新座市屋外広告物条例(平成22年新座市条例第1 7号｡以下｢条例｣とい

う｡ )第4条第1号､第7号､第8号､第11号及び第12号並びに第5条第6

号及び第7号の規定により次のとおり指定し､条例の施行の日から施行する｡

平成22年8月12日

新座市長　須　田　健治

1　禁止地域

(1)条例第4条第1号の市長が指定する区域

平林寺境内林の境界から1 0 0メートル以内の区域

(2)条例第4条第7号の市長が指定する区間

東日本旅客鉄道､東武鉄道及び西武鉄道の全区間

(3)条例第4条第8号の市長が指定する区域

関越自動車道の全区間の路端から両側500メートル以内の区域(路面高

以下の空間を除く｡ )

(4)条例第4条第1 1号の市長が指定する区域

市街化調整区域で､かつ､別図1から別図3まで1こ示す区域

(5)条例第4条第1 2号の市長が指定する区域

別図4に示す新座駅前南口交通広場及び新座駅北口駅前広場並びに別図5

に示す志木駅南口駅前広場の区域

2　禁止物件等

(1)条例第5条第6号の市長が指定するもの

信号機の設置された標柱の下端から当該信号機の面する道路の進行方向及

び進行方向の反対方向に向かってそれぞれ1 0メートルまでの当該道路の境

界から進行方向と垂直の方向に水平距離で3メートル以内に存する電柱､街

灯柱その他これらに類するもの

(2)条例第5条第7号の市長が指定する道路

国道､県道及び市道の全区間



卜　~　_ l　条例第4粂第1 1号の市長が指定する区域



l　-∴′ l　条例第4粂第11号の市長が指定する区域
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l　　　　_l　条例第4粂第1 1号の市長が指定する区域



別図4巳　新座駅前南口交通広場及び新座駅北口駅前広場

I l　条例第4条第1 2号の市長が指定する区域



別図5　志木駅南口駅前広場

卜､ ･~l　条例第4粂第12号の市長が指定する区域


